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Oniビジョン「もっと知りたい！」／RSKラジオ｢敷居のめぇ～っちゃ低い法律相談所｣ 

 Oni ビジョンの「もっと知りたい！」に出演中。直近の放送は，

１月の「居眠り女性を「盗撮」して投稿－なぜ侮辱罪なのか－」，

２月の「空き家のリスクとは？」でした。毎月何回か放送されま

すので，是非ご覧になって下さい！ 

 RSK ラジオ「敷居のめぇ～っちゃ低い法律相談所」は，毎週月

曜日午後７時からの放送。皆さまから番組に寄せられた身近に起

こる様々なトラブルを他の法律の専門家たちとともにおもしろ

く，そしてわかりやすく解説していますよ！ 
 

 立春を過ぎてもなおきびしい寒さが続いていますが，お元気

でお過ごしでしょうか。平成２８年もあっという間に一か月が

過ぎてしまいました。最近は，M&A，空き家問題，リスクマネ

ジメント，マイナンバー等に関する講演で大忙し。それから第

３１次政府地方制度調査会は２月２９日の総会で終了する予定

です。少子化社会に的確に対応する行政体制とガバナンスの在

り方の報告書が３月１０日には発表される予定。地方公共団体

のガバナンスに関しては，監査サポート組織の設立，議選監査

委員の選択制，住民訴訟の要件を故意・重過失に限定する方向

の改正案等が盛り込まれる予定。 

今年は，包括外部監査，地方自治，それから温泉などに関す

る講演も予定されています。新年会シーズンの疲れやインフル

エンザで体調を崩される方も多いので，皆様もお気を付けくだ

さい。 

 

 

山陽新聞 

平成２７年１１月２９日 

 

http://kobayashilawoffice.p-kit.com/
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平成２８年１月２７日 

日本経済新聞全国版で紹

介されました。 

平成２８年１月３１日 

岡山住まいと暮らしの相談センター

主催『空き家問題を考えるセミナー』

に有識者として事例報告しました。 

平成２８年２月２４日（水）

に三井生命主催で経営セミナ

ーを開催いたします。 

（左の広告は，中央会おかや

ま２月号より） 
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岡山大学メールマガジン 

************************************************************************* 

 ■□  法（ほう）～納得！ 第２４号  □■  平成２７年１１月 ２日発行 

************************************************************************* 

～ オートロックマンションの鍵を失くした場合の責任の所在 ～ 

 年末年始が段々と近づいてきています。年末年始の飲み会の増加や年度末の引っ越しの増加に伴い，「マ

ンションの鍵の紛失」という事象が増加します。今回は，この「マンションの鍵の紛失」に関するお話をし

ようと思います。 

 

１ 紛失した鍵が，オートロックマンションの鍵だった場合 

 オートロックマンションの鍵は，部屋の鍵とマンション入口の鍵を兼ねていることも多くあります。 

 そのような鍵を，酔って暴れて(？）紛失したような場合，(1)全戸の鍵の交換費用又は(2)自室のシリンダ

ー交換費用が発生する可能性があります。 

 酔って暴れて(？）鍵を紛失する代償として，自室のシリンダー交換費用[(2)]程度であれば，支払った上

で反省すれば足りるような気がしますが，マンション全戸の鍵の交換費用[(1)]を請求された場合には，反省

してもしきれません。 

 

２ 鍵紛失の責任を負うのは誰？ 

 マンションの契約をするということは，貸主との間で「賃貸借契約」を締結する，ということを意味しま

す。賃借人が未成年の場合には，親が賃借人として契約している場合が多いと思いますが，賃借人は，賃借

人としての義務を負います。 

 賃貸借契約における賃借人の義務の中には，賃料を支払う義務の他に，鍵を保管する義務も含まれます。

そのため，鍵を紛失した場合には，賃借人としての義務に反した債務不履行（又は不法行為）として，貸主

から損害賠償請求される可能性があります。 

 

３ 賃借人が責任を負うとして，その範囲は？ 

 では，貸主から損害賠償請求されるとしても，マンション全戸の鍵の交換費用[(1)]までも支払う必要はあ

るのでしょうか。 

 賃貸借契約締結時に署名押印した「賃貸借契約書」内の規定が気になるところではありますが，「賃貸借

契約書」の多くが基準にしているであろう『賃貸住宅標準契約書』で今回は御説明します。 

 これは，国土交通省が作成している標準契約書です。この標準契約書の別表第５には，原状回復（第１４

条）の条件について記載があります。この中では，「鍵の紛失又は破損による取替え」は，借主負担とされ

ていますが，その「取替え」の具体的な記載（全戸[(1)]か特定の部屋だけ[(2)]か）はありません。 

 

４ 対処法 

 もし，鍵を紛失して，自室のシリンダー交換費用[(2)]を請求された場合には，反省を含めて快く支払って

下さい。 他方，マンション全戸の鍵の交換費用[(1)]を請求された場合には，民法 ，商法 （明治三十二年

法律第四十八号）その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し，消費者の権利を制限し，

又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって，民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して

消費者の利益を一方的に害するものは，無効とする。 」とする消費者契約法１０条で争うことができる可

能性がありますので，そのような場合には，専門家に御相談下さい。 
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岡山大学メールマガジン 

************************************************************************* 

■□  法（ほう）～納得！ 第２５号  □■   平成２７年１２月 １日発行 

************************************************************************* 

～ 斜線を引いた遺言書の効力 ～ 

 平成２７年１１月２０日，赤ペンで斜線が引かれた自筆証書遺言の効力に関して，最高裁判所の判断が出

されました。この事案は，文字の上に，左上から右下にかけて赤ボールペンで大きく斜線が引かれていた自

筆証書遺言の効力が争われていたものです。当該遺言書は財産の大半を長男に相続させるという内容であっ

たため，相続の対象から外れた長女が「父が書き損じた年賀状にも同じように斜線が引かれている」，「遺

言書は無効」と主張し提訴していたものです。 

 １審・２審では，斜線を引いたのは被相続人である父親であると認定したものの，「文字が読める程度の

消し方では遺言を撤回したとはいえない」として，遺言書は有効であるとしていたため，最高裁判所の判断

が注目されていました。 

 今回は，「遺言の撤回」についてお話しようと思います。 

 

１ 遺言の撤回 

 まず，民法１０２２条では，「遺言者は，いつでも，遺言の方式に従って，その遺言の全部又は一部を撤

回することができる。」と規定されています。そして，民法１０２４条では，「遺言者が故意に遺言書を破

棄したときは，その破棄した部分について，遺言を撤回したものとみなす。」と規定されています。赤い斜

線がこの「破棄」に該当するかが問題となります。黒く塗りつぶしたりして文面を読めないような状態であ

れば，「破棄」にあたると考えられていましたが，本件の斜線のように文面が読める状態で消した場合まで

「破棄」にあたるかが学説上争われていたのです。 

 このように学説上争われていた理由は，民法９６８条２項とのバランスにあります。すなわち，民法９６

８条２項は「自筆証書中の加除その他の変更は，遺言者が，その場所を指示，これを変更した旨を付記して

特にこれに署名し，かつ，その変更の場所に印を押さなければ，その効力を生じない。」として，「加除そ

の他の変更」については，「付記」「署名」「印」という厳格な手続きを要求していることとの均衡の問題

があるのです。 

 今回の最高裁判決は，「一般的な意味に照らして，遺言の効力を失わせる意思の表れ」として，遺言書の

無効を認めたので，本件問題点は解決をみたといってよいと考えられます。 

 

２ 相続を争族にしないためには？ 

 このように今回は最高裁判所の判決で遺言書が無効とされましたが，そもそも，斜線は誰が引いたのかと

いう前提問題において被相続人が引いたと認定されない可能性もあります。そのため，自筆証書遺言を撤回

する場合には，物理的に破り捨てるか，撤回する旨を記載して日付・署名・押印をする必要があります。 

 自筆証書遺言は，手軽に費用をかけずに作成できる点がメリットではありますが，遺言書の文言を巡って

争いになったり，撤回の有無で問題となったりする可能性があります。 費用はかかりますが，公正証書遺

言を作成しておけば後の紛争を予防できる可能性が高くなりますので，公正証書遺言の作成をお勧めします。 

 遺言作成に関して，分からないことがある場合には専門家に御相談下さい。 
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岡山大学メールマガジン 

************************************************************************* 

 ■□  法（ほう）～納得！ 第２６号  □■  平成２８年 １月 ４日発行 

************************************************************************* 

～ 再婚禁止期間「違憲」判決 ～ 

 

 民法７３３条第１項では「女は，前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ，再婚を

することができない。」旨規定されています。つまり，この規定は，女性については「前婚の解消又は取消

し」から１８０日を経過しなければ次の結婚ができないとするものです。 

 

１ 前提の問題意識 

 そもそも，なぜ女性にのみ再婚禁止期間が定められているのかについて確認しようと思います。民法７７

２条は，その１項で「妻が婚姻中に懐胎した子は，夫の子と推定する。」と規定しています。そして，２項

では「婚姻成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた

子は，婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定しています。おおざっぱにいえば，[1]妻が結婚中に妊

娠した場合には，夫の子と推定される，[2]離婚した日から３００日以内に生まれた子は，離婚した夫の子

と推定される，[3]再婚した日から２００日を経過した後に生まれた子は，再婚した夫の子と推定されると

いう規定です。 

 では，ここで頭の体操。「女性が離婚した直後に再婚。再婚後２００日を経過後に子どもが生まれた」と

いうような事案では，上記の[2]と[3]の両方に該当します。これが意味するところは，生まれた子は，離婚

した夫と再婚した夫の子どもであると推定されてしまうということです。 

 つまり，上記[2]と[3]の両方に該当する場合には，推定が重複することになるのです。このような推定の

重複を防ぐために，再婚禁止期間（７３３条第１項に基づき六箇月）が設けられたのです。 

 

２ ６か月の期間は本当に必要？？ 

 再び，頭の体操。女性が離婚した当日に再婚した場合を考えてみましょう。離婚した夫の子と推定される

のは３００日（[2]），再婚した夫の子どもと推定されるのは，再婚した日から２００日経過後（[3]）。こ

こで，推定の重なる期間が生じるのは何日でしょうか 

 答えは，１００日です。 

 

３ 最高裁判所の判断 

(1) 多数意見 

 民法が定められた明治時代は，重複が生じる１００日間に再婚禁止期間を限定しないことは，父子関係を

めぐる紛争を未然に防止すると考えられており，当時はその考えは合理的なものとされていました。 しか

し，医療技術等が発達した現代社会においては，このような考え方は不合理なのです。 

 平成２７年１２月１６日付の最判においては，多数意見は，父性の推定が重複することを回避するための

期間である１００日間は合理性，相当性が認められるとしても，それを超えて再婚を禁止することは正当化

できない旨を判示しています。 

(2) 他の意見 

 多数意見以外に，「ＤＮＡ検査技術の進歩により生物学上の父子関係を科学的かつ客観的に明らかにする

ことができるようになった段階においては，血統の混乱防止という立法目的を達成するための手段として，

再婚禁止期間を設ける必要性は完全に失われている」とした裁判官も存在します。 

 

４ 今後の流れ 

 この判決を受け，国会が当該規定を改正するようです。しかし，判決にしたがい１００日を超える部分に

限定して改正するのか，個別の裁判官の意見も踏まえて全面的に再婚禁止期間を撤廃するのかでは異なりま

す。このような改正の動きについても，今後注目に値すると思います。 
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岡山大学メールマガジン 

************************************************************************* 

 ■□  法（ほう）～納得！ 第２７号  □■  平成２８年 ２月 １日発行 

************************************************************************* 

 

～ 大学生の選挙権行使と「住民票」 ～ 

 

 平成２７年６月，公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し，公布されました。これに伴い，平成２８

年６月１９日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は公示される選挙から，選挙

権年齢が「満２０歳以上」から「満１８歳以上」に引き下げられます。 

 このような公職選挙法の改正により，今年の７月の参議院選挙から大学生も投票ができるようになります。

今日は，大学生の投票についてお話しようと思います。 

 

１ 投票の前提 

 選挙権を持っていても，実際に投票するためには市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿（「選挙人名

簿」）に登録されていなければなりません。そして，選挙権名簿に登録されるのは，その市区町村に住所を

もつ日本国民（満 20 歳以上→満 18 歳以上）で，その住民票がつくられた日（他の市区町村からの転入者

は転入届をした日）から引き続き３か月以上，その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。 

  

２ 大学生と住民票 

 大学生の場合，親元を離れて一人暮らしをしているけれども住民票は実家に置いたまま，という人も多い

と思います。これは，(1)住民票を移すのが面倒，(2)大学を卒業したら地元に戻る予定，(3)住民票を移さな

くても生活で困らないということが理由であろうと思います。このように住民票を実家においたままであれ

ば，現在住んでいる住所では投票できないことになります。では，住民票を移さずに別住所で生活すること

は何か法的に問題があるのでしょうか。 

 

３ 住民基本台帳法の規定 

 住民基本台帳法第 22条では，別の市町村に転出した場合には住民票を移すことが義務付けられています。

正確な規定としては以下のとおりです。 

 

第 22 条 転入（新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい，出生による場合を除く。以下この条及

び第 30 条の 46 において同じ。）をした者は，転入をした日から 14 日以内に，次に掲げる事項（いずれの

市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあっては，第１号から第５号まで及び第７号に

掲げる事項）を市町村長に届け出なければならない。 

 

 同法第 22条によれば，引っ越しの日から 14日以内に転入届をしなければならないことになっています。

そして，これに反した場合には，実は，下記の規定のとおり５万円以下の過料という罰則（同法第 52 条２

項）が存在するのです。 

 

第 52 条 ２ 正当な理由がなくて第 22 条から第 24 条まで，第 25 条又は第 30 条の 46 から第 30 条の 48

までの規定による届出をしない者は，５万円以下の過料に処する。 

 

４ 社会人としての自覚を 

 投票ができるということは，社会人の一員と認められているということの証でもあります。法に従い住民

票を移したうえで選挙権を行使するということは，社会人としても義務の一つでもあると思います。選挙権

を行使しようと思えば，選挙に対する意識も高まり自分が適切であると考える候補者に投票することもでき

るようになります。18 歳から投票ができるようになったのは良い機会です。大学生の皆様は，是非住民票

を移し，今年の７月の参議院選挙から現住所で投票ができるようにして下さい。 
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色にこだわった温泉 

○熊の湯温泉（長野県） 

バスクリンのような緑色がインパクトあるでしょう。この温泉は共同湯巡りが楽しめる渋温泉から

車で約１時間ほど。緑色は硫化水素が含まれているためです。硫化水素というと，卵の腐ったような

臭いがして，中毒性があるイメージかもしれませんが，濃度と吸入時間によります。硫化水素が発生

している所で長時間いたら危険ですが，温泉自体は大丈夫です（笑）。このようにきれいな緑色にな

る温泉はさほど多くはなく，他には国見温泉（岩手県），鳴子温泉西多賀湯（宮城県），月岡温泉の

掛け流しの一部の旅館（新潟県）ぐらいでしょうか。それにしても，熊の湯温泉の内風呂は風情があ

るでしょう。信州の温泉はこのような木で作られた風情ある温泉が多い。信州はなかなかのもの！ 

 

   〈熊の湯温泉露天風呂〉            〈熊の湯温泉内風呂〉 

 

 

 

 

 

 

○湯布院温泉庄屋の館（大分県） 

湯布院温泉庄屋の館（大分県）。湯布院は無色無臭の単純温泉のイメージがあると思いますが，こ

のような個性的な温泉もあります。このクリーミーなブルーは二酸化ケイ素が含まれているため。日

や時間によって，ブルーの色の濃さなどが変わり，まさに温泉は自然の恵みだと実感させてくれます。

加えて，肌がつるつるになります。この種の温泉はおんせん県の大分県に集中していまして，別府観

海寺温泉いちのいで会館，別府鉄輪温泉神和苑で体感することができます。希少価値があります。そ

れから，昨年度アイスランドのブルーラグーンに行ってきましたが，ここも塩分が濃い点を除いては

ほぼ庄屋の館と同じ泉質だと思います。 

 温泉は，視覚，聴覚，味覚，触覚，臭覚の五感で楽しむことができるのですが，視覚的に特色ある

温泉はやはりミネラルが濃くて，泉質が良い！それは，身体的にも肉体的にも癒されるということに

直結しますね。 

 温泉の楽しみ方は視覚から。非日常的な色彩とそれによるホンマモンの癒しに感謝！ 

 

    〈湯布院温泉庄屋の館〉          〈アイスランドのブルーラグーン〉 

  

 

  

 


